
    
          

お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
の
交
付

　

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
は
、
義
足
や
人
工
関

節
を
使
用
し
て
い
る
人
、
内
部
障
害
や

難
病
の
人
、
妊
娠
初
期
の
人
な
ど
、
援

助
や
配
慮
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
が

外
見
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
人
が
、
周
囲

に
配
慮
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
知

ら
せ
る
こ
と
で
、
援
助
が
得
や
す
く
な

る
よ
う
作
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。

対
象
者　

群
馬
県
内
に
居
住
し
、
援
助

や
配
慮
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
周

囲
に
知
ら
せ
た
い
人

申
請
方
法　

交
付
窓
口
へ
申
し
出
て
、

所
定
の
「
確
認
票
」
に
記
入
し
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
身
に
着
け
た

人
を
見
か
け
た
際
は
、　

電
車
内

で
席
を
ゆ
ず
る
、
困
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
れ
ば
声
を
か
け
る
な
ど
、

思
い
や
り
の
あ
る
行
動
を
お
願
い

し
ま
す
。

交
付
窓
口
・
問
い
合
わ
せ

に
こ
に
こ
甘
楽　

健
康
課
福
祉
係

（
☎
内
線
６
０
２
・６
０
３
）

消
防
署
か
ら
の

　
　
　
　

お
し
ら
せ

①
春
季
全
国
火
災
予
防
運
動

３
月
１
日
㈪
〜
７
日
㈰

　

春
先
は
、
た
ば
こ
や
た
き
火
の
不
始

末
、
不
注
意
か
ら
火
災
に
至
る
こ
と
が

多
く
、
１
年
の
う
ち
で
３
月
が
最
も
多

く
火
災
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

大
切
な
命
や
財
産
を
守
る
た
め
、
家

族
や
地
域
で
火
災
予
防
の
意
識
を
も

ち
、
高
め
合
い
ま
し
ょ
う
。

②
火
災
現
場
に
は
近
づ
か
な
い
で
！

　

火
災
現
場
付
近
で
は
、
火
の
粉
の
飛

散
や
有
毒
ガ
ス
の
発
生
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
消
防
隊
に
よ
る
ホ
ー
ス
延
長
や
資

器
材
搬
送
に
よ
り
接
触
な
ど
の
危
険
が

生
じ
ま
す
。
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る

た
め
、
消
防
車
両
の
進
入
お
よ
び
消
防

活
動
の
効
率
化
に

ご
理
解
・
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

③
富
岡
甘
楽
幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
員
に
よ
る

「
ぬ
り
え
展
」
を
開
催
中

期
間　

３
月
１
日
㈪
〜
９
日
㈫

会
場　

富
岡
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

問
い
合
わ
せ

富
岡
甘
楽
広
域
市
町
村
圏

振
興
整
備
組
合
消
防
本
部

予
防
課
☎
（
62
）
４
３
０
６

自
動
車
の
名
義
・
住
所
変
更

抹
消
登
録
は
３
月
中
に
！

　

自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
毎
年
４
月

１
日
現
在
で
車
検
証
に
登
録
さ
れ
て
い

る
自
動
車
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

自
動
車
を
下
取
り
に
出
し
た
場
合
や

住
所
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
運
輸
支
局

で
変
更
等
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

手
続
き
を
済
ま
せ
な
い
と
、
す
で
に

使
用
し
て
い
な
い
自
動
車
の
税
金
を
納

め
る
こ
と
に
な
っ
た
り
、
新
し
い
住
所

に
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
な
ど
の
ト

ラ
ブ
ル
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

　

変
更
の
手
続
き
は
お
早
め
に
済
ま
せ

て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

▼
自
動
車
税
（
種
別
割
）
に
つ
い
て

富
岡
行
政
県
税
事
務
所　

県
税
課

☎
（
63
）
２
２
４
５

▼
運
輸
支
局
で
の
登
録
手
続
き
に
つ
い
て

群
馬
運
輸
支
局

登
録
関
係
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２
０
２
１

確定申告の期間延長について

新型コロナウイルスの感染リスクを踏まえ、確定申告の期間を４月15日㈭まで１カ月間延長します。

申告期間　３月16日㈫～４月15日㈭　午前９時～午後４時　※土・日曜日を除く
申告会場　甘楽町役場（役場窓口でお声掛けください）
注意事項　① 青色申告、消費税申告・土地や株等の譲渡所得・住宅借入金等特別控除の確定申告を

される人は、富岡税務署（☎63‐2235）で申告をしてください。
　　　　　② 申告期間を延長したことに伴い、令和3年度の町県民税および各保険税（料）の当初算定等

に間に合わない場合があります。申告内容を確認次第変更しますので、ご了承ください。
問い合わせ　住民課住民税係（☎内線262・263）
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No.1190おしらせ版

広報かんら／2021.3.121


